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public subject is argued by this research by the cost benent allalysis.

Key wcJrdsi Pttking poncy9 cost benent allalyGis,External economy

1.は じめに

わが国の駐車問題をめぐる都市交通政策において

は、都市施設としての駐車場の必要l■、公共主体の

関与の必要性等について様々な議論がなされている

が、必ずしも理論的に明確な基準が設定されている

わけではない 1刊。著者らは、部分均衡分析の枠組み
の中ではあるが、駐車場のもつ外部経済性ゆえに、消

費者の自由な商業地選択の結果として生じる市場均

衡が必ずしも社会的に最適となる保証がないことを

理論的に確かめた pl。 駐車場サービスそのものは公

共財としての性質は希薄であるものの、外部経済性

が存在するがゆえにその整備にあたって公共主体が

介入することが正当化されうる。

実際の地方都市の実状をみると、多くの都市では

すでに民間駐車場や公共駐車場が整備されており、

駐車場市場が形成されている。仮に今、筆者らの得
た知見どおりに、現況の駐車場市場の均衡が社会的

最適性を達成できていないとしたとき、では公共が

何をどの程度改善すれば社会的に最適な状態に最も

近づくかについて、明確な判断基準を持つ必要があ

る。実際の駐車場政策の中では、都市内建築物の附

置義務や民間駐車場への助成制度、あるいは公共主

体自らが駐車場を建設する等の方策が採 られている

が、何れの政策が望ましいかについては、駐車市場

の改善のために投入される資源の量と、そこから得

られる改善の効果の大きさを対比して判断すること

が重要である。

また、駐車場政策の中で重要なもう一つの点は、駐

車場整備の効果の帰着先を追跡することである。現

実には駐車場経営主体は自らの資本と土地を投入し

て駐車場を経営し、駐車場利用者からの料金収入を

得ることによつて、投入を回収し利益をあげている。

ところがいま、駐車場が外部経済性を持つとすれば、

駐車場利用者以外にも無料でその効果に浴する主体

が存在する。この効果を明示的に回収できれば、さ

らに駐車場サービスを供給できることとなる。反対

に駐車場が外部不経済性を持つのであれば、外部不
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経済を与える主体に対して料金追徴などによって外
部不経済の発生を制御することができる。実務の中
で、このような駐車場を対象とした外部経済の波及
メカニズムについてはほとんど議論されていないの

が実状である。

以上の点を考慮すれば、駐車場整備の問題は単に

駐車場の経営問題として把握するだけでは不十分で
あり、その整備がもたらす外部効果も考慮に入れた
アプローチが必要となることは明白であろう。また、
駐車場の整備が都市再開発事業と並行して実施され
る場合が多いことを勘案すれば、商業地の再開発規
模やその効果も射程にいれたような検討を行 うこと
が必要となる。 したがって、駐車場の採算性を議論
する場合、単に駐車場経営の財務分析を行 うだけで
は不十分であり、駐車場整備が周辺地域にもたらす
外部経済性をも考慮にいれたような費用便益分析を
行 うことが重要となる。

費用便益分析については、従来から様々な研究事
例があり旧I、 方法論はほば確立されている。しかし
ながら、駐車場政策の費用便益分析については、研
究や実務での蓄積は少なヤち 今までは、道路や公園
といつた都市施設とは異なり、駐車場供給のほとん
どは民間主体に委ねられてきた。しかしながら、昨
今の都市内交通の状況を勘案すると、市場原理を主
軸とした供給では、社会的に適正な量の駐車場を確
保することが困難なことは明らかである。これに対
する適正な公共政策を検討する上でも、駐車場の費
用便益を十分に検証 しておく必要がある。以下本稿
では、2.で費用便益分析の基本的な考え方とそれ
自体がもつ課題を明らかにする。 3.では、駐車場
の費用便益の構造を明らかにする。さらに4.で市
場均衡モデルを用いたシミュレーション分析を行い、
駐車場の外部経済性の波及効果を取りまとめる。

2.駐車場整備に関する公共意志決定

2,1-般的な費用便益分析の方法

費用便益分析では、プロジェクトの効率性を資源
の投入額に対する便益 (公共投資の場合は社会的便
益)額の比率で評価する。まずはじめに、費用、影
響、効果および便益の41E念 を森杉、上田酔Iら にした
がって定義する。すなわち、

費用 :あ るプロジェクトを達成するために投入する

資源の量を貨幣単位で表したものを指坑
影響 :資源の投入に起因して社会経済に生じる変化
で、何の価値規範にもよらない、単なる現象を示坑
効果 (不効果):社会的に合意されたある一定の価値
規範にしたがって見たとき、ある影響が望ましい (望

ましくない)も のであると判断される場合にそれを

才旨丸

便益 (不便益):効果 (不効果)を数量的に計測して、
貨幣単位に換算して表示したものを指魂

簡単に言えば、効果はあるプロジェクトにより社
会的に望ましい状態に近づいたことであり、便益は

貨幣単位などによって計測できる効果ということに
なる。

ついで、費用と便益の数量について定義しよう。資
源の投入によって生じる便益は、投資された資源の価
値がなくなるまで持続する。したがって、資浜投入の

便益は、資源価値がなくなるまでの期間で議論され
なければならなヤも一般的に、あると期の中で発生し
た便益をBtと し、資源価値がなくなるまでの期間を
紀すると、便益の合計額は現在価値 Pγに換算するこ

とによって、以下のように表される。

PγB=Σ〆キ     (0
ここに、″は資本運用によって得られる運用益や資金
調達コス ト等を合成した社会全体でのキャッシュ流列
を現在価値に換算するための割引率である。
一方、資源投入にかかわる費用に関しては、一般

に初期に投入する初期投入資源儀 と、持続的に価値
を持ち続けるためにと期に投入が必要な資源Qに分
割できる。便益と同様に投入した資源の価値がなく
なるまで 働期中)に必要な費用は

Pyσ =5+蕃
∫ 鵠

7    伊)

で表される。

さて、一般の社会資本整備を行 うための公共投資
では、発生する費用や便益は長期にわたるのに対し
て、投資の意志決定を行 うのは現在である。このた
め、投入した資源が持続的に価値を持ち続ける間に
わたつて、資源の投入量と便益の差を純現在価値に
より評価 し選択を行 うことは非常に有用となる。こ
のとき、資源投入の効率性に関するいくつかの基準
が提案されている。まず、第一に、いくつかの資源
投入の政策に関して、

max NPy=Pyβ _P1/σ

三

羞 :社吾1帝
輛  ⑤

の基準が導入される。この考え方は、資源の価値が
なくなるまでの間の費用と便益の差が最大になるよ

うな判断基準である。次いで、便益 。費用比率の高
いものを選ぶ方法として、

止
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PγB
maDc Pyθ = Σ催l Bt/(1+″ )老

働 +Σ催lQ/(1+T)t

を用いる場合もある。費用便益差と費用便益比のど

ちらを用いる力Чこついては、とくに決まった考え方

はなく、用いるときの状況によつて使い分けられてい

る。さらにもう一つの考え方として、現在価値はゼロ

であるが将来の特定の費用の流列にちょうど等しい

だけの便益の流列を生むと判断する内部収益率入を

墓 絲
―仰   働

で定義して、この内部収益率入が最も高い資源の投入

を選択することもできる。これらのうち、どれを評

価基準として採用するかは、便益、費用の涙1定可能

性、サービスの性格、その他政策的配慮に依存する

ことになる。

2.2直接便益と間接便益

新たに駐車場が整備されれば、新たな都心利用者

(駐車場利用者)を生み、それが都心経済規模の拡大

を促し地域全体が活性化する。この駐車場整備効果

の流れは、都心駐朝 Il用者などの便益から始まり、

地域社会の中で経済的な連鎖関係をもつ主体の便益
へと変化していく。この流れの中にあつて、駐車場整

備の便益は、それを計測する位置 (断面)によつて発

生ベースの便益から帰着ベースの便益まで、様々に

形に変化する。詳細な便益の流れについては3.に
譲ることとするが、駐車場整備の中では、発生ベー

スの便益は新規駐車場利用者が得ることになり、帰

着ベースの便益は都市の土地所有者に帰属する場合

が多い冊〕。また、発生ベースや帰着ベース以外にも

駐車場の便益を捉えることができる。都心商業主体

やディベロッパーなどの便益がそれである。これらの

便益は、便益の流れの中では中間に位置する主体の

便益と考えることができる。ただし、これらの様 な々

断面での便益は、基本的には同じ便益の流れを断面

を変えてみているだけであり、断面相互で大きさは

等しくなるべきものである。また、各段面で現れる

便益をたしあわせることは、明らかに一つの便益の

流れを二重に合計することであり、実質便益以上の

評価がなされることに十分注意する必要がある。重

複なくかつ漏れなくこれらの便益を捉えるには、こ

の点に関して実務の中では発生ベースの便益を捉え

るのが最も簡単であるといわれている同。
これとは別に、従来から、便益を生み出すために

投資された資源の効果を、効果の波及プロセスをも

とに、どの主体が受け取つているかによつて直接便

益と間接便益とに分ける手法が提案されている。上

田μIはその分類方法について、交通施設整備を例に

過去の解釈を「直接効果は整備された交通施設によ

るサービスを利用 (消費・需要)する経済主体と提供

(生産 。供給)する経済主体が受ける効果」、さらに
「一般道路のように料金徴収が行われず、そのサービ

スを供給する側が企業体であることを意識されない

ような場合には、主に利用者側が受ける効果」とし

てとりまとめており、一方「間接効果は直接効果以

外の全ての効果」としてまとめている。また、金本

回は、資源の投入が市場の価格体系を変化させるこ

とに着目して、「直接効果は、直接的に影響される市

場の価格だけが変化し、他の財・サービスの価格体系

が変化しない場合の効果」であるとし、「間接効果は

他の財・サービスの価格体系が変化することの効果

である」と定義づけている。これを前述の駐車場の

整備効果の流れにしたがつて考えれば、流れの最上

流部に位置する駐車場利用者が主に直接便益を、ま

たそれ以外の下流側の主体が間接便益を受けている

と捉えることができる。いずれにしても、この議論
の中で最も重要なことは、「これらの波及効果が発生
ベースの便益に加えて新たな便益をもたらすかどう
か」t51に ある。
一般に都市内においてすでに整備されている民間

駐車場の多くは、駐車場経営者が利用者から得られ

る料金を唯―の収入源としているため、直接効果を

享受している利用者との直接的な金銭の授受によつ

て経営が成立している。この意味からは、現在ある

駐車場は直接便益の回収のみによつて市場経済の中

に成立している施設であると位置づけることができ

る。しかしながら、現在の地方都市圏などにおける

都心衰退化の現象をみると、駐車場が単に直接便益
の回収のみによって経営が成立する範囲で施設供給

を行うだけでは不十分であることを端的に表してい

ると考えることができる。すでに後藤らplが明らか

にしたように、社会的に最適な駐車場の整備量を供

給するためには、駐車場利用者以外の外部に及ぼす

経済効果すなわち間接便益を取り込んだ中で成立す

る均衡整備量にまで、施設供給量を引き上げていく

必要がある。さらには公共投資の意志決定を行う際

には、投入する資源に対して生み出される便益の大

小が最も大きな基準となるが、この中にも明示的に

問接効果を組み込んだ評価が必要となる。

(4)
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2.3外部効果と費用便益分析

公共が市場経済の中で駐車場の供給に関与すべき
条件について、望者らはすでに議論してきたがぃl、

ここで外部経済の把握と費用便益分析の関連を明ら
かにするために重複をおそれず再度とりまとめる。
一般に公共主体が市場に関与する必要のある財・

サービスのもつ性質として、排除不可能性、非競合
性、外部性、費用逓減性の四つがあげられる。これ
らの性質と駐車場の関係をみると、排除不可能性に
ついては、現実の駐車場は駐車場利用者が利用の際
に料金を支払つており、かつ無料で利用しようとす
る利用者は用意に排除可能であるため、公共主体の
関与を考慮する必要はなヤも ついで、非競合性につ
いては、駐車場はその容量によって供給量が決定さ
れており、サービスの容量の上限に達した後は、他
の利用者は利用できなくなるため、この点からも実
際問題として公共の関与を考慮する必要はない。駐
車場という交通施設を考える上で、公共の関与が最
も重要なのは駐車場の外部性である。外部性という
性質は、駐車場というサービスが直接料金を払つて
享受した利用者以外にも効用をもたらすと考えられ
る性質である。駐車場の場合、ある主体が都心地区
内に駐車場を整備し営業を開始したとすると、自動
車という交通手段をを持つ人にとっては、都心がよ
り利用しやすくなるという便益を受け、その対価を
駐車料金で支払っている。しかし、それ以外にも、都
心部の商業経営主体にとっては、商店の利用者が増
加し売り上げが多くなると言つた間接的な便益を享
受することになる。このことは商業全体の活性化を
もたらし、品揃えや商店の種類が多くなるといった
変化をもたらし、一般の商業地の利用者に買い物効
用の増加という効果をもたらすとまた、駐車場が整
備されることによって、これまで路上駐車していた
人が駐車場を利用するようになり道路の混雑が解消
されたりする。これらは、駐車場の持つ間接効果で
あり、駐車場整備によって新たに生み出された外部
経済効果ということができる。最後の費用逓減性に
ついては、ある都市の都心部に大規模な駐車施設が
ただ一つしかない場合には、駐車場の整備に要する
多くの資本を考えれば費用逓減性は考慮する必要が
あるが、たとえ大きな駐車施設を整備したとしても
他の人が他の場所に容易に駐車場を整備することが
できることや、駐車場利用者は駐車場選択と同時に
商業地選択も行っており、都心部の駐車場は郊外の

商業施設との競争も行っているとみることができる
ことなどを考えあわせると、駐車場の費用逓減性か
らは公共主体が関与する必要はないと考えられる。

これまでに述べてきたように、都市内の駐車場整

備のほとんどは、主として民間主体が行なってきた。
しかし、駐車場整備の便益は単に料金を支払つてい

る駐車場利用者のみが享受するものではなく、交通
施設計画の問題や都市構造、商業地振興の問題をも
考慮に入れた検討をすべき内容をもつている。都市
計画 。交通計画の視点において確保すべき駐車場は、
市場均衡によって成立している民間主体の駐車場に
加えて、公共主体による駐車場供給施策が必要とな

る。特に、衰退傾向にある地方都市の都心商店街の

滑 l■TL、 道路交通混雑を解消するうえでは、公共駐
車場整備の必要性は増大している。

ところで、公共政策の合理性を議論する場合には、
従来から費用便益分析が用いられてきている。これ
はヽ公共財や外部経済財に対して、何もしない市場
均衡の状態から、社会全体の余剰を増大させる政策
の妥当性について、一つの判断基準を与えてきたた
めである。すなわち、2.1で見たように、政策によっ
て投資される資源を費用とし、その政策が社会全体
に及ぼサ効果 (社会全体の余剰の増加)を便益とし

たときに、費用と便益の比や差が大きければ大きい

ほど、より望ましい政策であるという考え方である。
この方法によれば、費用便益比が大きい政策ほど社
会的な余剰を増加させる効率的な投資と判断される
ことになる。

都市部に駐車場を整備する場合、駐車場整備によ
り都心商業地の規模が増加し、消費者余剰が増加す
るという外部経済性が生じる。一方、都心部に過度
の交通が集中すれば混雑という外部不経済が生じる。
駐車場整備の便益は、これらの外部経済性と外部不
経済性を同時に考慮に入れることが必要であり、都
心部に駐車場整備することが常に正の純便益を生み
出すとは限らなヤち地域によっては、道路整備など他
の交通基盤整備に限界があり、過度の交通集中を避
け郊外商業施設に交通を分散させるような手法が望
ましい場合もあろう。このように駐車場整備に関わ
る費用便益分析を実施することにより、駐車場の整

備により広範囲にわたって発生する外部経済性、外

部不経済性を可能な限りもれなく拾い上イ式 前述し
たような二重計算を避けながら駐車場性の効率性を
総合的に評価することが可能になるわけである。

2.4費用便益の課題

以上のように、費用便益分析は駐車場整備に関
する公共意志決定を行 ううえで非常に有用であるこ
とがわかつた。しかし、費用便益分析のみで公共意
志決定の全てを言い表すことはできな予ち ここでは、
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費用便益分析の限界について記述し、研究を進める

上での今後の検討課題を明確にしたヤち

まず、第 1に公共投資の公平性の観点を指摘でき

る。先にも述べたように便益の流れには発生ベース

の便益、帰着ベースの便益などがあるが、公共資源

を投入することにより発生する便益は最終的には帰

着ベースでみた主体に流れ着く。これは、言葉をかえ

れば、市場が完全競争的であれば駐車場の公共投資
の思恵はほとんど最終帰着先である関連地域の地主

に帰属し、これ以外の地域の地主や開発主体、商業主

体等には帰属しないことになる。このことは、B/σ

等の基準によって選択された資源の投入が、結果的

に社会全体の中で不公平な配分をもたらす可能 l■が

あることを示唆している。このように、費用便益分

析によつて、費用に対する社会的便益が十分高いと

評価された政策が、社会的な公平ltを必ず しも保証

するものではない。費用便益分析は公共資源の投資

方法の効率性、合理性の基準を与えるものであるが、

資源配分の利益に浴する個人間の公平性については

十分な判断を下しえない。

そこで、資源配分の公平性を何によって保証する

かという問題が生ずる。これに対しては、公共投資

を議論する上で重要となるのは、その投資の原資、す

なわち財源を何に求めるかの問題に置き換えること

で部分的にしろ解決することができる。財源とは、す

なわち事業費の負担問題である。通常、駐車場利用

者によって、駐車料金という形で個人が受けるサー

ビスの対価は支払われる。ここで問題となることの

一つは、外部経済性に対する受益者の範囲の問題で

あろう。駐車場整備の便益は、広く社会全般に及ぶ

とは考えられない。郊外で商業施設を経営する主体

にとつては、事業税を都心部のみに投下されるのは、

極めて不合理な投資である。もう一つは、先にも述
べた便益の最終帰着先の問題である。たとえば、都
心部に土地を所有する地主は、駐車場が整備される

ことによつて地代の上昇という思恵を受けることに

なるが、自らは何の資源の投入も行つていない。駐車

場整備の費用の一部を都心の地主に負担してもらう

ことは、社会的に見て容認される政策であろう。こ

のような財源負担の問題は極めて重要な検討課題で

はあるものの、本稿の域を越えており今後の課題と

したい。

もう一つの問題は、駐車場の経営成立性に関する

問題である。費用便益分析は、ある意味では社会的

な投入に対する貨幣のフローと拡大または縮小され

て最終的に行き着く先を構造的に解明しているにす

ぎない。ある資源の投入によって、実際にどのくら

い駐車場が供給可能であるかについては、個々の駐

車場の一つ一つが、経営的に独立した採算性が確保

できるかどうかに関わつている。ある個人または企

業が駐車場経営を行 う意志決定をしなければ、新た

な駐車場は供給されない。一般に、個人または企業

が駐車場を経営しようとする際、投入する経営資源

とそこから得られる粗利益との関係が重要になって

くる。そのためには、駐車場の財務分析を行 うこと

が不可欠である。財務分析の中では、具体的な駐車

場利用者から得られる料金収入をどこに設定するか、

その他の経営資源として利用できるものは何かが重

要なテーマとなる。たとえば、公共主体は費用便益

分析の観点から民間企業に社会的便益に応 じた補助

を行おうとする。民間主体は利用者の変動や公共か

らの補助を考慮しながら駐車場経営に参画するかど

うかの意志決定を行 う。公共が直接駐車場経営を行

わないのであれば、あくまでも駐車場の供給量は民

間主体の判断に委ねられることになる。この点につ

いても、本研究の今後の課題としたい。

3.駐車場の費用便益分析

3.1費用便益分析の前提

駐車場整備に関わる費用 。便益分析を実施する場

合、商業地再開発を想定するか、否かによつて、費

用便益分析の方法は大きく異なってくる。本研究で

は、衰退した商業地の滑 l■TLのために商業地再開発

事業が行われるものと考える。地方都市では、買い

物客の大半が自家用車を利用することにより、駐車

場整備は商業地再開発を行 うために不可欠な施設で

ある。

現実の都心地域の土地利用は歴史的経緯により決

定され、建造物の耐用性や土地の流動性の久如に伴つ

て、決して効率的な土地利用がなされているわけで

はない。再開発事業は、商業・オフィス床を計画的

に供給することにより、者レい地区における床市場の

効率性を高めることを目的としている。しかし、都

市地域における床市場に効率的な市場競争が導入さ

れたとしても、依然として前述したような外部経済

性は存在する。再開発事業において適正な都心商業

地の規模を決定する際、この種の外部経済性を考慮

する必要が生じる。買い物客の主たる交通手段が自

動車であるような地方都市では、都心商業地の規模

を決定する問題と駐車場整備方策を検討する問題は

不可分の関係にある。そこで、本研究では、都市再

開発事業により都心地域に効率的な床市場が形成さ

れる場合を念頭においたような駐車場整備の費用便

益分析モデルを提案することとする。
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むろん、多くの地方都市では、既存の商業集積に
対しても駐車容量が相対的に不足し、路上駐車等の

問題を引き起こしている。再開発事業が困難な状況
において、どの程度の駐車容量を確保すべきかとい

う問題も現実には存在する。このような地域では、そ
もそも土地市場の均衡が達成されていない。その場
合、地域の状況がおかれている歴史的経緯を踏まえ
ながら、極めて個別的な対応が必要となろう。この

種の不均衡状態を対象としたような費用便益分析は

本研究の域を越えており将来の課題としたい。

3.2費用便益分析モデルの定式化

地方都市の都心商業地の活性化事業における駐車

場整備を対象とした費用便益分析モデルを定式化し
てみよう。ここでは、当該プロジェクトに関わる計画
主体として都心の駐車場事業者、駐車場を利用し買
い物を行 う消費者、都心部および郊外部の商業施設
で商業を行 う商業主体、都心部および郊外部の商業
施設や駐車場を建設する地域開発主体 (ディベロッ
パー)、 ディベロンパ~に土地を供給している地主
を考える。ここでは、これら関連主体により生じる
市場均衡をモデ′舅ヒし、駐車場整備がもたらす費用、
便益の主体間の帰属関係を分析することとする。こ
こでは、後藤 らによる部分均衡モデルを用いて、費
用便益モデルを構築することとする。

モデ′1/Tヒ にあたって、以下のような仮想都市を考
える。両端に都心、郊外商業地区が存在し、2地区間
の街路に沿つて同質の家計が密度 1で桐密に一様分
布する1次元空間システムを考える (図 -1参照)。

都心商業地区にはη本の対称的な 1次元システムが

連結されている。都心から各郊外商業地区までの距
離はすべてRである。議論の見通しをよくするため、
できるだけ簡略化したモデルを用いて分析を進める
こととする。

家計は都心商業地域と郊外商業地域いずれか…方
を選択すると考える。郊外商業地間の競争は存在し
ない。家計の購入額は一定であり、都心・郊外商業地
のいずれにおいても、家計が購入 したいと考えるす
べての財・サービスの種類が揃っている。ただし、商
業地の規模が大きい程、各財・サービスの品揃えが
豊富であり、家計の選択の多様性が増加すると考え
る。各商業地区までの交通手段は自動車であり、 2
商業地間を連結する道路を利用すると考える。各家
計の買い物交通需要は一定であると考える。

都心地区では、再開発により商業地の整備と同時
に駐車場の整備がなされる。都心商業地において、デ

イベロッパーは、地主からの鵡R地に資本投入して商

′

′
      1    

｀
、

′            1           ヽ

′             1           ｀

1

I

図-1 商業地システム

業施設を建設し、それを小売業に貸すЬ都心商業地
では、買い物客すべてを収容できる駐車場が建設さ
れ、ゼロ利潤規制の下で家計から駐車料金が徴収さ
れる。一方、郊外商業地においても、ディベロッパー

は、地主からの借用地に資本投入して商業施設、駐
車場を建設し、それを小売業に貸すと仮定する。な
お、本研究では商業地の再開発を部分均衡分析の枠
組みの中で分析しており、再開発が住宅市場に及ぼ

す影響を無視する。

1次元システム上で家計が密度 1で一様かつ桐密
に分布する場合、都心・郊外商業地への買物 トリップ

数Dc(″),D,(″ )は次式のように表せる。
Dc(″)=攪Ъ  D,(″ )=兄 ― T (ω

すなわち、各商業地への買い物客数は商業地選択行
動が分岐する地サ点″に依存する。地ヶ煮ク∈p,珂 の家
計が都心で買い物をすることにより獲得する効用を

暁(υ ,″ )、 地点υ∈(″,RIの家計が郊外店舗で買い物
することにより獲得する効用をyp(ク ,T)と 表現 商業
地の商圏が地点″で分岐すると考えよう。地点υに居
住する家計の間接効用関数を次式で定義する。

発(υ,T)=γ +暁 (″ )一 ψc(ク ,T)― /c

(0≦ υ≦″
)

yp(υ
,″)=y+時 (r)_ち (7,″ )一 ん

(″ <ク ≦R)  (7)
なお、資消費者の買い物地区の選択が分かれる点、γ:

所得、晩(″):商業地 を
(ぢ =c,p)に対する家計の効用、

ψぢ(ク ,r):地点クに居住する家計の商業地をまでの交通
費用、ヵ商業地中 =c,plの駐車料金である。効用
項賜(″)は

陽(T)=y(レレち(D,(″)))(τ =C,P)   (8)
と表現される。ここに、L(D乞 )は商業地をの規模で
あり、東い物 トリップ数Dt(γ )に依存する。

家計が効用を最大にするように商業地を選択する
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場合、各商業地に対する家計の効用が等しくなるよ

うな地点T・ を境界として、それぞれの商業地の商圏

が確定すると考える。すなわち、商圏の分岐点は

覧 (が ,T・ )=yp(″・ ,ケ
・

) (9)

を満足するような″4と して決定される。商業地シス

テムの中のあると次元空間システムに着目しよう。

家計の効用は商業地の規模、交通費用、駐車料金に

依存すると考える。商業地までの交通費用は各商業

地までの距離に対して単調増加する。したがって、各

商業地から遠ぎかるほど、各家計の効用は低下する。

家計は各自の効用を最大にするような商業地を択一

的に選択すると考える。この時、 1次元システム上

で、商業地選択行動が分岐する地点rが存在する。す

なわち、地点ク∈p,刺 の家計は都心商業地を選択し、

ク∈(Ъ 剰の家計は郊外商業地を選択する。

ついで、小売業の行動を定式化する。地域内に立

地する小売業はすべて小規模であり、同一の規模を

持つと仮定する。商業地域t(ぢ =c,Dにおける小売

業1店舗当たりの利潤を

η=C甲 -0-狗を   いけ

と定義するF〕。ただし、α賢物客1人当りの粗利益

倣 売額から仕入額を差し引いた値)、 υ:小売業 1単

位当たりの賃金支払い (定数)、 仏:小売業1単位当り
の必要床面積 (定数)、 為:商業地ぢにおける単位床

面積当りの賃貸料、L:商業地】における立地店舘数
である。小売業の市場参入・退出が自由な場合、各

商業地における立地店舗数は小売業の利潤がゼロに

なる水準に決定される。長期均衡においては、

猛陶 三与 と 疵 三I  硼

が成立する。明 >0が成立する場合、式 (11)よ り、

商業地規模は次式で表される。

ディ怒 昴 豆耳異昴こっぃては、規模に関して積催
一定の建設技術を仮定し、Cobb―DouslaS型生産関数

を用いて表現する。
レち=K「ち;~T(ぢ =C,p) (1勤

ただし、フ,ち :商業地をにおける商業床面積、為 :資本

投入量、ちが土地投入量、T:パラメータ(0<T<1)
である。ディベロッパーの費用最小化行動を

min{ηκt+ριLぅ }

Su噺∝t tO 力ち=/丁L;~T(t=C,p)(14)
と表すとただし、η:資本サービスのレント、ρ.(t=
c,p):商業地tの地代である。最適化条件より

が成立諄哲r生巽
ゥ
戻レンド修れとすれば、デ

'又

ロッパーの利平関は次式のようになる。

あ =駒乃ち―ηκl― ρtとを(を =C,p)  (16)
床市場で完全競争が成立すれば、均衡束レントzチ は

利潤がゼロとなる水準に決定され、次式で表される。

ぢ=OT(占
)卜

T・

=初 いつ
駐車場の経営行動では、商業地の需要がDゥ (午)の

時、必要となる駐車場規模6(T)は
Ot=εDI(T) (1動

で表現される。εは顧客 1人あたりの駐車面積であり

駐車需要は確定していると仮定する。規模に関して

収穫一定な駐車場建設技術

Q徹)=町珂 γ
(19)

を仮定する。ただし、コ晦:資本投入量、囁 :土地投

入量、γ:パラメータ(0<γ <1)である。問題 (14)

と同様に、費用最小化問題を解くことにより、駐車

場の単位面積当たりの整備費用働は

嫉 薦 処 趨 五 lィ勘ま次式で隷 軍

C=(洗 -93)Dt(″ ) (2o
となる。駐車市場が完全競争的であり、任意の駐車

場規模 Q,(″)に対して、均衡駐車料金は利潤がゼロ

となる水準ガに決定される。

ガ=働ε(|=C,p) (2動

最後に地主の行動であるが、商業地区における地

主は、市場地代ρt(を =ら 2)が土地の機会均衡費用虎
を上回る場合、所有地を商業用途・駐車場整備のた

めに貸与すると考える。商業土地市場において次式

が成立する。

島≧励 if LI+境 =Lt
ρづ=屍  if O<Lゥ +Nt<二t  (23)
ρt<屍  if L,十 N】 =0

ここに、ニゥは外生的に与えられる商業地面積であ

る。以下では、土地市場が完全競争的であり、舟 =
励 (|=0,P)が成立するとして議論を進める。

完全競争市場を想定し、経済活動への赤入、退出

は自由であると仮定する。このとき市場均衡は、消

費者の買物行動均衡、小売企業の立地均衡、商業床

の市場均衡、駐車需給均衡、土地の市場均衡により

表現される。

3.3モデル分析による便益の波及

以上の部分均衡モデルを用いて、新規駐車場の建

設に関する便益の波及効果を分析する。以上で提示

した部分均衡モデルは、現実の駐車場整備に関わる

費用・便益の発生。波及構造を単純化して表現したも
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表-1 費用便益の波及分析

駐車肇業者利用薦費者 商業主体 開発主体 地   主 公

共

主

体

ハ
ロ
　
　
　
計醤

肇
齋

暑
啓

郊
外 憩 舞 憩

郊
外

都 心
舞

暑
期霙

森

建 設 費 ― A
― A

駐車場料金収入変化 +Cl 一C2 ―C3
買い物効用(都心利用 )

走 行 費 用 節 約 便 益

十Dl ―D3 十D

―E
―El 十E3

商 品 販 売 額 変 化

従業員賃金変化

―Fl +F2 ―F3
―Gl 十Gl 0

床 レン ト変化 -11 +11

-J2

―12

1J3地 代 変 化

補 助 金 +Ml ―Ml 0

税金 1 土地関連税 ―Nl ―N3 +N4 十N5 0

合  計
0 +α ―β 0 0 0 0 十 γ 十 δ ― ε ― ζ

のであり、そのすべてを網羅したものではなヤち し
かし、当該事業に関わる主要な計画主体と便益・費
用の波及・帰属構造を表現しうるものであると考え
る。以下では、以上のモデルを表-1のように行列
化し、駐車場整備の波及構造を分析してみよう。

いま、都心に新規に駐車場が建設されたとする。駐
車場を建設するのは駐車場事業者であり、式 (19)に
示したように、土地、資本を投入 し駐車場サービス

を提供する。新規駐車場の事業者は資本レント、お
よび地代をそれぞれ資本所有者、ならびに地主に支
払 うものと考える。ただし、ここでは資本は常に一
定の資本レントで市場に供給されると考えているた
め、地代のみを扱っている。駐車場事業者は式 (21)
にしたがって、利潤最大化行動を取るものとすれば、
駐車場利用者からの料金収入Clと公共主体からの

補助金Mlを得て、」1の地代を支払つている。記
号の前に付した符号は、各主体にとっての支払い、収
入の別を表しており、負の符号は支払いを、正の符
号は収入を示している。いま、資本レント、地代支
払いを建設費用に相当するものだと考えれば、この
とき建設費用はAで表され、投入を示すために符号
は負である。
ついで、駐車場利用者の便益の変化を考察する。駐

暢 I↓用者の便益の変化は、式、(7)によって分析で
きる。都心駐車場利用者は、式 (8)に従えば、都心地
区の再開発によって買い物効用の増加Dlが見込ま
れる。一方、支出が増加する項目としては、交通費
用Elと 駐車場利用料金C2があげられる。ここで、
都心商業地区の利用効用の増加が交通費用と駐車場
料金の増加を合わせたものよりも大きいとき、駐車
嚇 il用者の都心地区の都心部の商業地の効用が大き
くなり、均衡分岐点″が郊夕轍↓にシフトすることにな
る。場合によっては、都心商業主体が駐車場利用者
に駐車料金 C3の補助を行っている場合がある。こ
れによって、さらに駐車料金が低減されるが、一方
で駐車料金は商品価格Flに上乗せされるため相殺
され、利用者便益の増加にはつながらない。一方、都
心地区の効用が大きくなり、″が郊外側にシフトすれ
ば、郊外商業施設では利用者が減少し商業施設の効
用D3が減少する反面、交通費用E3が低減される
ことになる。なお、本モデルでは家計の購入額が一

定であると仮定しており、駐車場整備、商業地開発
により駐車場利用者の買い物支出額は変化しない。
商業主体の利潤は、式 (10)で表される。商業主体

は都心利用者が増加することによって商品販売額F
2の便益が増加する。これに対して、利潤ゼロの市
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場均衡条件から従業員賃金Glおよび商業床のレン

ト11の費用は上昇する。一方、郊外商業施設にお

ぃては、商業販売額の便益F3が減少する一方で従

業員賃金Gl、 床レン ト12の費用も減少する。消

費者の購買額の総合計が変わらないものと仮定すれ

ば、商業主体に帰属する便益は相殺されゼロとなる。

ディベロッパーの利潤は式 (16)で表される。都心

部のディベロッパーにとつては床レント11は便益で

あり、これは商業施設量の増加 と共に増加する。こ

れに対して、商業規模も大きくなり、地代 J2、 資

本レントの費用が上昇する。一方、郊外部のディベ

ロッパーにとつては床レントの便益 12は減少する

のと同時に、地代 J3、 資本レントの費用も減少す

る。デイベロッパーに帰属する便益も、商業主体と

同様相殺されてゼロになる。

最後に、地主をとりあげる。地主は土地をディベ

ロッパーと駐車場事業者に貸して地代を得ている。都

心部での商業施設の再開発やこれに伴 う新規駐車場

整備は都心の地代を上昇させるため、地代上昇分の

便益 (Jl+」 2)を得ることになる。一方、郊外

の商業施設に土地を貸与している地主の地代収入は、

床レント」3の減少に伴つて減少する。このとき、都

心地区の地主は地代を上昇させるために、何の資源

の投入も行っておらず、地代の上昇はそのまま地主

の便益の上昇に帰着することになる。したがって、駐

車場整備Aの社会全体の便益 (余剰の増加)は買い

物効用の増加便益と走行費用の節約便益のみで表さ

れることになり、これが表-1の右欄に示される結

果となる。

4.駐車場の費用便益分析の数値計算事例

4.1市場均衡モデルにおける便益波及の定式化

費用便益分析の数値計算を行 うにあたつて、駐車

場建設の便益波及の構造を、市場均衡モデルを用い

て、定式化する。 3.で設定した市場システムの中

で都心地区に駐車場があらたに込ocだけ整備された

とする。このとき、都心内における駐車場整備量の

新たな状態 oをは式 (18)よ り

Qを =Oc+A9c=ε Dc(″ +Ar)  (24)
で表される。このとき、駐車場の建設費用Zlσは

Aσ =争 =鼎   囲

で表される。また、新たな商業床の面積レをの状態

イま、式 (12)よ り

で表さ】ヒ晨
g花

芸完こと。本来、袖いの集客労詈

上のために実施される市街地再開発事業などにおい

ては、駐車場単体で新規に建設される事例は少なく、

ほとんどが商業施設との複合開発となっている。し

たがって、本稿においても公共主体が駐車場を整備

するとともに、同時に民間主体が商業施設を建設す

るものとして、表-1に示した項目の分析を進める

こととする。

ますはじめに、駐車料金についてみる。式 (19)よ

り、新たな駐車場を建設するためには、

込QI(r)=ZlttTA吋
~γ

         (27)
で表されるぬ町およびA境を投入する必要がある。

しかしながら、この式から得られる単位面積当たり

の駐車場整備費用働は、式 (20)の ように表され、こ

の式には込賜 、A鋭は含まれていなヤ竜 これは、い

ま都心商業地に土地制約のない完全競争の状態を仮

定しているため、駐車施設の新たな建設が均衡地代

2に変化をもたらさないことより生ずる。このよう

な駐車市場の中で費用便益分析を行 うにあたつては、

個々の主体 1単位の行動分析よりも、都市システム全

体での負担増としてとらえることが必要となる。具

体的には、式 (21)の 先の項に着目して、都市圏全

体での駐車料金の負担額の増分込Fを
込F=兌洗Dc(A″)+ちD,(R― 込T) (28)

のように設定する。
つぎに、消費者の買い物効用についてみてみよう。

商業施設の選択が分かれる地点″は、″から込″に変化

する。 したがつて、商業施設の魅力度を表す効用関

数は商業施設の大きさに依存し、商業施設の大きさ

は集客数 Dt(″ )に依存する。また、集客数は″の位置

に依存するため、消費者の買い物効用の変化分込晩

|ま

込晩 =晩 (Иち(Dt(″ +Ar)一 晩 (Иち(Dt(″)))(29)
となる。また、消費者の走行費用Aψcは消費者の効

用と同様に

込ψt=ψ,(ク ,″)+ψt(ク,Ar)       (30)
となる。

商品販売額、労働者賃金、床レントの変化につい

ても、駐車料金と同様、完全競争を仮定しているた

め個々の主体間での比較ができなヤち したがって、シ

ステム全体での評価を行 うことが必要となる。シス

テム全体の商品販売額A∂、労働者賃金ムP、 床レン

トARを算出するためには、小売 1単位あたりの利潤

に換算されている式 (10)に対して、全体の利潤を算

出するために式全体にLを乗じた

角 形 ち =cDE(T)一 ω レ Z― ZtЪレ ち (31)

の式で検討すればよい。現在想定している都市シス

テム中で、それぞれの波及効果を示すと以下のよう
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になる。

A∂ =cDt(″ +AT)一 Dt(″)(32)
AP=切 (ラ晩 Dt(T+ム T))一 レち(D.(T))(33)
AR=れ包(レち(DtT+Zlr)― 力ち(Dt(r))(34)

さらに、地代Aち についても均衡地代に変化はなく、

総延べ床面積のみが変化することとなるため、シス

テム全体では

込ち=ρ,(レz(D,(″ +込″))一 レ
'ち

(Dt(r)))(35)

となる。

以上の検討は、厳密には不均衡動学の枠組みでの

分析が必要となる。しかしながら、本稿では盛車場
整備が社会全体の余剰に対して、どのような役割を

持つかを、衛便な費用便益の計測から推察しようと

するものである。したがって、 3。 で示した主体間
の市場均衡の関係を踏まえてできるだけ簡単に記述
したものであり、精緻な理論展開については、次稿
以降の課題としたい。

4.2モデルの特定化

家計の効用関数、交通費用関数を以下のように特
定化する。

したぅ(Val=βlnラフち(を =C,p)
F(9)=ι l+ι29         (36)

この時、地点υに居住する家計の交通費用は

晩徹→=Xυ伍十項″―リカ
三

…

2甲

(0≦ υ≦Tの日∋        (37)

ば ク,T)=ιl(R― ク)+ι2
(冗

_″)2_(υ _″
)2

(T<υ ≦Rの時)      (38)
で表せる。

また、数値計算に当たって、必要なパラメータ値

を下記のように想定した。都心と郊外を結ぶ道路の

沿道に住宅が立地し、住宅からの買い物客はすべて
一度この道路を利用する。住宅は道路延長 1(碗)当
たり1人の密度で立地していると仮定する。都市・

郊外商業地間の距離貞、郊外商業地数ηをそれぞれ

£ =10,000(η)、
党=3と想定しよう。都心、郊外

商業地の地価がそれぞれ500,000円 、100,000円、割

引率 3.0°/0であると想定すれば、 1日 当たりの地代は

それ軸 c=71,3円 /碗
2、

恥 =14.3円 /町
2と なる。

また、標準的な建設技術を考え、 1日 当たりの単位
資本サービスレントを20円、T=0.5、 γ=0.3と す
る。鳥取市の実績に基づいて、消費者 1人 当たりの

平均購入額を9=2,500円、従業者 1人 当たりの必

要床面積を10η 2、 賃金率を床単位面積当たりに換算
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図-2 商業地選択の分岐点と社会的余剰

すれば、υ =550円 /η
2、 小売業 1店舗当たりの必

要面積を包=1.CIm2と 想定する。筆者等の鳥取市で

の実態調査結果によれば、自動車 1台当たりに必要

な駐車面積は 16η2でぁり、回転率を4,0人 /日 、平均

滞在時間を 1.5日寺間とすれば 1家計当たりの必要駐

車面積はε=2.67町
2と なる。また、β=200,ιl=

0,05,ι2=0・ 00001と する。なお、以上の関係から計

算される商業地選択の分岐点と分岐点の変化にとも

なう社会的総余剰の変化の状況を示したものが図一

2示した。この時点で、駐車場建設前の商業地選択
の分岐点″=5370である。

4.3数値計算事例

以上の条件を初期の均衡状態として、この社会シ

ステムの中に新たに駐車場が建設されたとする。こ

の時建設された駐車場の規模を込o.(r)=3,600陶 2

とする。このとき、商業地選択の分岐点がこの駐車

場建設の需要を満たすだけ郊外側に移動したとする。
このとき込″=300町 である。以下、この条件にし

たがって、全ての項目の変化を算出した。これらを、

表-2にまとめた。なお、表-2は駐車場建設費や

地代に対して、ι=30年 としたときの 1日 あたりの

費用に置き換えている。このときの費用はσ=21.5
千円、これに対して便益はB=22.3+10,8千 円とな

り、費用便益比は

号
三 1.54 (39)

であり、社会的余剰の増加分は込∂∂=11.6千円とな

る。

これを先の図-2を用いて表すと、駐車場をはじ

めとする市街地再開発が行われると、商業地選択の

分岐点Aが A″だけ郊夕M則のBに移動する。これによ

〇
〇
〇
ω



駐車場事業者 利用者・消費者 商業主体 開発主体 地 主 公

上

主

体

△

計

都
心
新
規駐

車
場

郊

外
都
心
新
規駐

車
場

郊

外

都

心

郊

外

都

心

郊

外
都  心 郊

外

新
規駐

車
場

開
発
主
体

建 設 費 -21.5 - 21.5

駐車場料金収入変化 35,9 -3.9 -15,9 +3.9 -10.0 O

買い物効用 (都 心利用 ) 217.8 -195.5 22.3

走 行 費 用 節 約 便 益 -52 63.1 10.8

商 品 販 売 額 変 化 -225.0 225.0 225。 O -225,0 O

従業員賃金変化 49.5 -49 5 0

床 レン ト変化 -27.2 4,3 27.2 -4.3 O

地 代 変 化 -22 6 2.6 -13 6 2.7 22.6 13.6 -5.3 0

補 助 金 -8.2 O

税金 I 土地関連税 O

A
計

0 -1.3 -74.5 96.5 237.0
「

270,0 13.6 -1.6 22,6 13.6 -5.3 -8.2 11.6

単位 千円/

汁

報

出

鵜

襲

郵

淵

熱

眸
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図-3 社会的余剰増加の概念

って、社会的総余剰は∂∂(″)の点Cから∂∂(″ 十Ar)

の点Dに移動することであり点Cと 点Dの∂∂の差、

すなわち∂∂(″ 十Ar)一 ∂∂(r)だけの社会的総余剰の

上昇を生んだことになる。

また、このとき都心商業地の利用者は表-2の 3

列目のなかから商業地が移動したことのみによつて

変化 した商品販売額を除いた 149,6千 円の総効用の

増加を生み、一方で郊外商業施設の利用者の 128.5

千円の総効用の減少が生ずる結果となった。また、

開発主体は都心側で 13.6千円の帰着便益を受けてお

り、地主は36.2千円の帰着便益を受けていることに

なる。また、これとは反対に、都心駐車場の建設費の

補填分として公共主体が8.2千円の歳出を行 う必要

がある。これを公共投資がもたらした社会便益の純

増によつて評価すれば、8.2千円の投資に対して■.6

千円の総社会余剰の増加を生んだ、社会便益比 1.41

の公共投資であったことになる。

5。 おわりに

本稿では、駐車場整備の費用便益分析について衝

便な手法を用いて検討を行った。その結果、駐車場

建設が社会的余剰の増加を生むことが、数値計算に

よって確かめられた。むろん、本結果はあくまで机

上シミュレーションであり、現実の問題にそのまま

適用することはできないところでではあるが、駐車

場の外部性を取り込んだ、社会的評価の傾向は極め

て一般的なものであると考えられる。

地方都市の都心再開発は商業床を効率的に供給す

る手段であり、そのために駐車場整備は不可欠な課

題となっている。本研究では、駐車場の費用便益分

析をとおして家計の自由な商業地選択行動がもたら

す外部経済により、市場均衡で達成される都心の商

業集積が社会的最適な水準とのかい離を緩和する役

割をもつことを示した。その際、外部 (不)経済性

としては、商業地における集積の経済性、買い物客

による道路混雑等があげられる。商業集積における

規模の経済効果の増加が、都心地区への自動車集中

による混雑費用の増加より卓越している本ケースの

場合、都心駐車場整備に対して補助金の支払いが正

当化されることも確かめられた。

今後の研究課題に関しては、本稿の中でこれまで

に言及してきたが、重複を恐れず以下に簡潔にとり

まとめておく。すなわち、1)再開発事業の施行が

困難な地域における駐車場整備、2)駐車需要の変

動という不確定要因の取り扱い、3)住宅土地市場

も考慮にいれた一般均衡モデルの開発、4)駐車場

整備便益の帰属と費用負担問題等が今後の重要な理

論的検討課題と考える。
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